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当社の民事信託の利用状況と受託者支援の新たな取り組み
～①受託者VISAカード・②民事信託専用証券総合口座の取扱開始について～

2019年上期三井住友信託銀行
民事信託実務家支援セミナー

プライベートバンキング企画推進部
成年後見・民事分野専門部長
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2

Ⅰ．当社データからみる民事信託の動向

１．拡大が続く民事信託マーケット

２．民事信託組成の担い手

３．次第に全国に拡大する民事信託
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Ⅰ-１.拡大が続く民事信託マーケット

3

●裁判所の関与や統一的な業界団体もなく、民事信託に関する統計は存在しない。

●当社も取扱件数等は具体的な計数を開示していないが、信託口口座の申込件数は急増傾向。

●当社への申込みのうち口座開設に至らない案件も一定数あり（全体の11％）。

当社における信託口口座申込数推移（累計ベース）

累計申込数は
過去２年間で

約11倍に

2016年5月
信託口口座の取扱開始

Ⅰ-２.民事信託組成の担い手

4

士業別の案件数の割合（2019年7月末現在）

●当社案件ベースでは、信託組成の担い手は司法書士が中心（7３％）であり、高止まりしている。

弁護士・税理士・行政書士は、いずれも１０％弱。

士業別の案件数の推移（累計ベース）

53%
64% 68% 72% 70% 73% 73%

7%

8%
6%

8% 8% 8% 8%

13%

8%
10%

9% 10% 9% 8%

7%
6%

6%
5% 6% 7% 7%

20%
15%

9% 7% 5% 4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16上 16下 17上 17下 18上 18下 '19/7

行政書士

弁護士

税理士

司法書士

73%

8%

8%

7%
3%

司法書士

税理士

弁護士

行政書士

その他（ｺﾝｻﾙ等)

64% 63% 63% 61%

24% 24% 26% 26%

6% 6% 4% 8%
3% 3%

4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17下 18上 18下 19上

四国圏

北陸圏

北海道

中国圏

東北圏

九州圏

中部圏

近畿圏

首都圏

Ⅰ-３.次第に全国に拡大する民事信託

5

地域別の案件割合（2018/12末現在の申込累計ベース） 地域別案件割合の推移（各期毎の申込割合）

●地域別では、首都圏が63％、近畿圏が24％、中部圏が6％（当社申込ベース）。

●首都圏中心だが次第に全国へ。足元では、中京圏・近畿圏の案件増加が顕著。
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6

Ⅱ．三井住友信託銀行の民事信託サポート
の新たな取り組み

１ .民事信託分野における当社サポートスタンス

２. 当社の民事信託サポートメニューの拡大

３ .民事信託分野のサポートメニューラインアップ

４. 民事信託専用クレジットカード「受託者VISAカード」

５. 民事信託専用証券総合口座（金融商品仲介）

―民事信託分野に対する当社の考え方― 

三井住友信託銀行では、信託契約書の作成をはじめとする信託スキームの組成に係るコンサルティングや運営の

サポート等は、法律・税務の専門家である士業の先生方にお任せするべきと考えています。

その上で、三井住友信託銀行としましては、長年の商事信託で培った堅確な信託事務処理能力を活かし、民事信

託の枠組みのもとで金融機関の立場として、民事信託の受託者に対し、金融・信託・財産の管理承継等の多様な

サービス提供を行っていくことで、わが国における民事信託の健全な発展に貢献したいと考えています。

民事信託

委託者
民事信託

受託者

士業の先生等（法律・税務の専門家）

信託契約
の締結

信託組成コンサルティング
契約書作成支援

運営サポート

民事信託受託者への金融・信託・
財産管理サービスの提供

三井住友信託銀行

7

Ⅱ-１.民事信託分野における当社サポートスタンス

Ⅱ-２. 当社の民事信託サポートメニューの拡大

8

●2019年8月、ついに「民事信託専用クレジットカード」、「民事信託専用証券総合口座」の取り扱いを開始

●決済利便性向上・信託可能財産の拡大により、士業の皆さまの提案の幅も拡大

信託財産の

管理・決済

信託財産の
運用・活用・処分

民事信託専用証券総合口座
（金融商品仲介）
国内株式・海外株式
国内債券・外国債券等

対象財産
の多様化

民事信託専用
クレジットカード

受託者事務の
負担軽減

信託口口座（普通預金口座）まもる

2016.5～

定期預金・金銭信託ためる

投資信託・投資一任
（ファンドラップ・ＳＭＡ）

ふやす

アパートローン活かす

2016.8～

2017.2～

2017.4～

べんり

ふやす

2019.8～

2019.8～

不動産仲介等
処分
する

2016.5～

信託口口座（普通預金）（個人・法人）

分別管理

定期預金・金銭信託（個人）ためる・保全

資金運用

投資信託・投資一任運用商品（個人）

民事信託専用証券総合口座（金融商品仲介／個人）

借りる アパートローン（個人・法人）

その他 不動産の売買・管理等（個人・法人）

Ⅱ-３.民事信託分野のサポートメニューラインアップ

9

※原則として3,000万円以上の受信取引が見込まれるお客さまへの商品・サービス提供とさせていただいております。
※当社は、民事信託受託者名義での取引を行うものであり、信託契約書に基づく受託者として行う管理事務をお引き受けするものではありま

せん。
※テレフォンバンキング/インターネットバンキングはご利用いただけません。

民事信託専用クレジットカード（個人）

●新商品「民事信託専用クレジットカード」、「民事信託専用証券総合口座」以外の商品・サービスの概要は後記参
考資料（24ページ目以降）をご覧ください。

10

Ⅱ-４. 民事信託専用クレジットカード「受託者VISAカード」

①受託者の「信託事務の負担軽減」

・信託事務に関わる費用の支払事務の省力化

・信託帳簿の作成等、報告及び保存の義務（信託法第37条）の負担軽減
（ご利用代金明細書の活用）

➁上記①を通じ受益者宛の報告事務を支援

→「受託者の不正防止」（受益者あて報告義務＝受託者監督機能）

クレジットカード導入の狙い・効果

委託者兼受益者 受託者

●当社で信託口口座を開設いただいた民事信託受託者さま限定の民事信託専用のクレジットカード。

●当社は、お客さまの希望により、カードを発行する三井住友トラスト・カード㈱に申込書等の取次ぎを実施。

三井住友トラスト・
カード㈱

支払先
民事信託専用のクレジット

カードによる支払い

ご利用代金明細書

受益者あて報告
（ご利用代金明細書の写しの送付や、
信託財産状況表への添付などを想定）

不正防止の観点から、士業においても信託契約書条項への受託者あて報告義務の明記や受託者への分別管
理義務の重要性の説明等をお願いします。

11

Ⅱ-４. 民事信託専用クレジットカード「受託者VISAカード」

お申し込みいただける方

●三井住友信託銀行に信託口口座（普通預金）を開設されている個人の民事信託受託者

●民事信託の契約内容が以下の①～④の項目すべてを満たしていることが必要

➊ 受託者は個人であること
➋ 受益者は個人であること
➌ 委託者が死亡した場合に信託が終了するものであること（いわゆる一代限り）
➍ 他益信託または限定責任信託でないこと

●ご利用代金お支払口座：三井住友信託銀行の信託口口座（普通預金）

●委託者兼受益者が、受託者VISAカードの入会申し込みに同意していることが必要

カード入会申込書に、委託者兼受益者による自署・押印（実印）
（委託者兼受益者の印鑑証明書の提出）

カード名称 受託者ＶＩＳＡカード

年会費 1,250円（税抜）：家族カードの取り扱いはありません。

ご利用可能枠
30万円（増枠（一時的なものを含む）はできません。）
リボ払い・分割払い枠、キャッシング利用枠の設定はありません。

お支払い方法 一回払いのみ

カード付帯保険 保険サービス（海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険・動産総合保険）の設定はありません。

ポイントプログラム等 設定はありません。各種キャンペーンにエントリーいただいても対象となりません。

明細書送付先 受託者

その他
受託者変更時はカードは解約となります。新受託者へのカード発行は改めてお申し込みをいただ
きます（委託者の判断能力が喪失していた場合はお申し込みができません。）。
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12

Ⅱ-４. 民事信託専用クレジットカード「受託者VISAカード」

13

Ⅱ-５. 民事信託専用証券総合口座（金融商品仲介）

●ＳＢＩ証券との業務提携（金融商品仲介）により、2019年8月から当社で信託口口座（普通預金）を開設いただ
いた民事信託受託者さま限定の「民事信託専用の証券総合口座」の取り扱いを開始（ＳＢＩ証券所定の取引条
件、審査あり）

●これにより、金銭だけでなく有価証券についても、信託財産として受託者による管理・運用が可能に

お申し込みいただける方

●三井住友信託銀行に信託口口座（普通預金）を開設されている個人の民事信託受託者の方

●民事信託の契約内容が以下の①～④の項目すべてを満たしていることが必要

➊ 信託契約書は公正証書で作成されていること

➋ 委託者兼受益者、受託者はいずれも個人の国内居住者であること

➌ 委託者と受益者は同一であること（自益信託）

❹ 委託者兼受益者が死亡した場合に信託が終了するものであること（いわゆる一代限り）

●民事信託専用証券総合口座の開設と当該口座による管理・運用等について委託者兼受益者がご同意いただけること

●振込先銀行口座：三井住友信託銀行の信託口口座（普通預金）

●原則として民事信託専用証券総合口座に3,000万円以上の預りが見込まれる方

×

当面は、東京・大阪・名古屋の当社ウェルス・マネジメント部の顧客のみに限定（全店展開は今後検討）

14

Ⅱ-５. 民事信託専用証券総合口座（金融商品仲介）

民事信託専用証券総合口座について
●お取引名義
「委託者のお名前 民事信託受託者 受託者のお
名前」

●取引方法
インターネットコースのみ（対面取引なし）

●サービスの一部制限等
・信用取引、先物・オプション取引、CFD取引、

FX取引等の「証拠金（保証金）取引」 は利用不
可

・特定口座、NISA、つみたてNISAは利用不可
・配当金の受取方法は、「登録配当金受領口座方

式」のみ

・ATMカードは利用不可

●口座管理料
無料（売買等のお取引は別途手数料が発生。
詳しくはSBI証券のホームページ参照）

ご相談
民事信託受託者名義の普通預金口座をご開設された三井住友信
託銀行の本支店あてにご相談ください。

SBI証券の事前の審査がございます。この事前審査は三井住友
信託銀行を通じて行いますので、三井住友信託銀行は、お客さ
まの個人情報等・信託契約書等事前審査に必要な書類をSBI証
券に提供するとともに、両社で共有します。

事前審査

受託者のお客さまは委託者兼受益者さまとご一緒に、必要書類
等（信託契約書を含む）を お持ちのうえ三井住友信託銀行に
来店いただき、所定のお申し込み手続き等を行います。

お申し込み
手続き

証券総合
口座開設

民事信託専用証券総合口座が開設されますと、SBI証券から、
受託者さまのお届住所あてにインターネット取引に必要なID・
パスワードが送付されます。

株式等移管
信託する有価証券（上場株式、投資信託等）について、民事信
託専用証券総合口座へ移管入庫の手続きを行います。この手続
きは、保護預り先の証券会社等に対して委託者兼受益者が行い
ます）。

売買等
取引開始

インターネットにより、信託契約書に定められた権限等の範囲
内で、受託者の責任により 売買等の有価証券取引を行ってい
ただきます。

口座開設フロー

取扱可能取引
・上場株式・債券・投資信託・為替

※債券・投資信託の他の証券会社等からの移管は、

ＳＢＩ証券が取り扱う銘柄に限定されます。取
扱銘柄かどうかにつきましてはあらかじめお問
い合わせください。

15

Ⅱ-５. 民事信託専用証券総合口座（金融商品仲介）

16

Ⅲ．信託口口座開設に至らなかった事例
１．信託財産に関係するもの

２．信託スキームの継続が難しいもの

３．受託者に極めて有利なもの

４．受託者への監視・監督機能が期待できないもの

５．親族間トラブルが見込まれるもの

６．士業に関係するもの

７．取引相手である銀行として事務対応が難しいもの

Ⅲ.信託口口座開設に至らなかった事例

17

主な事案 理由等

１
信託財産の中に譲渡禁止財産等が存在（預金債権・
抵当権付不動産）

一般に預金債権には譲渡禁止特約あり
抵当権付不動産では譲渡に債権者の同意が必要

２ 受託者への名義変更を行わずに信託財産を管理 信託譲渡要件の不充足（信託法3条）

３ 公示義務の免除・省略 分別管理義務（信託法34条）に違反のおそれ

１．信託財産に関係するもの

第○条（信託の登記）
受託者は、信託財産につき、信託の登記・登録または信託財産の表示・記載を省略することができる。

事例３：公示義務の免除・省略

第○条（信託財産）
委託者は、本契約締結後遅滞なく、信託財産目録記載の預金を、委託者名義のまま受託者が管理及び処分でき
るように、銀行印、委任状その他必要な書類等を交付する。

事例２：受託者への名義変更を行わずに信託財産を管理

第○条 委託者は、本契約の締結の日に、前条の目的に基づき、別紙信託財産目録記載の財産を受託者に信託
し、受託者はこれを引き受けた。
（別紙）信託財産目録 預金 ○○銀行 ○○支店 普通 9999999

事例１：信託財産の中に譲渡禁止財産が存在

17
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Ⅲ.信託口口座開設に至らなかった事例

18

主な事案 理由等

1 後継受託者の定めがない
信託期間が比較的長期間であるにも関わらず、受託者
の死亡を考慮した設計になっていない

2 （受益者連続型）受益権の承継に不具合
当初受益者の死亡時に、既に第二受益者が死亡してい
た場合の定めがない

２．信託スキームの継続が難しいもの

主な事案 理由等

1
受託者＝受益者となるスキームで、受託者の保有す
る受益権割合が著しく過大（99%等）

「専らその者の利益を図る目的」のスキームに該当
（信託法2条1項）

2 受託者報酬が過大（年間数百万円等）
信託事務の対価として社会通念上許容される金額を超
過（実質的な贈与スキーム）

３．受託者に極めて有利なもの・権限が強すぎるもの

第○条（受益者）本信託契約の当初受益者は委託者とする。本信託終了前に、当初受益者が死亡したときは、
当初受益者の有する受益権は消滅し、次の者が次順位受益者として本信託の新たな受益権を取得する。
次順位受益者 信託受益権持分 １００分の９９ 受託者

１００分の１ 受託者の子

事例１：受託者に極めて有利なもの・権限が強すぎるもの

19

主な事案 理由等

1 受託者が受益者代理人の解任・選任権を有している
受益者代理人による受託者の監督という本来の趣旨か
らして適切でない

2 委託者の地位が、受託者に単独で承継される
委託者のような受託者を監督する権能を持つ地位を受
託者が兼ねており適切でない

４．受託者への監視・監督機能が期待できないもの

第○条（受益者代理人） １～４項 （省略）
５ 受益者代理人がその職務を遂行しがたい重大な事由が発生したときは、受託者は信託の本旨及び本件信
託の目的に基づき受益者代理人を解任することができる。

６ 受益者代理人が欠けた場合、その他受託者が必要と認めた場合には、受託者は信託の本旨及び本件信託
の目的に基づき受益者代理人を選任することができる。

事例１：受託者が受益者代理人の解任・選任権を有している

第○条（委託者の地位）
委託者が死亡した場合、委託者の地位は、受託者が取得する。

事例２：委託者の地位が、受託者に単独で承継される

Ⅲ.信託口口座開設に至らなかった事例

20

主な事案 理由等

１ 遺留分を侵害している
減殺請求の可能性があり、取引金融機関としてトラブ
ルに巻き込まれる可能性を否定できない

2 親族間の不当利得返還請求権が信託財産
法律上の問題はないが、取引金融機関としてトラブル
に巻き込まれる可能性を否定できない

５．親族間トラブルが見込まれるもの

主な事案 理由等

１ 受託者（清算受託者含む）に組成した士業自身が業
として就任、報酬を得るもの

信託業法に抵触するおそれあり

２ 士業が委託者の代理人として信託契約を締結 委託者の意思能力に疑義。遺言代用信託では、遺言と
の平仄から代理人による締結は不可とする見解が有力

３ 受益権指定権・変更権者が士業である 親族外の士業が持つ権限としては大きすぎる、家族に
よる民事信託の枠から外れている

６．士業に関係するもの

Ⅲ.信託口口座開設に至らなかった事例

21

主な事案 理由等

1 受託者が複数（共同受託者）
銀行取引の相手方が複数のため、銀行にとって共同受
託者間の信託事務分掌の確認負担が大きい

2 受託者の任務終了事由があいまい
受託者の任務終了以後、銀行は後継受託者と取引する
ことになるが、任務終了事由があいまいであるとだれ
が正当な取引の相手方であるかを判断できない

７．取引相手である銀行として事務対応が難しいもの

第○条（受託者の任務の終了）受託者の任務は次に掲げる事由により終了する。
（１）～（４） （省略）
（５）傷病により、受託者として信託事務を遂行しがたいと、二次受託者が判断したとき

事例２：受託者の任務終了事由があいまい

第○条（受託者の変更）受託者が、委託者より先に死亡した場合、その他乙が信託事務の処理を行い難くなっ
たとき、受託者としての任務は終了する。
２ 前項の場合、新たな受託者として、受託者の配偶者を定める。

第○条（受託者） 当初受託者は○○○○（委託者の長女）とする。
２ 当初受託者が、死亡しその他信託事務を行えないときは、○○△△（委託者の長女の配偶者）が後継受託
者となる。

Ⅲ.信託口口座開設に至らなかった事例

Ⅳ．おわりに

□ 民事信託は、現在、全国で急速な勢いで普及。
民事信託組成のコンサルティングを行う士業の裾野も拡大。

✓

□ 三井住友信託銀行は、民事信託の普及に取り組む数少ない金融機関の一つとして、
これまでに培ったノウハウを活かし、民事信託口座開設時のチェック・プロセスを通じて、
微力ながら、「民事信託の健全な発展に貢献」していきたい。

✓

□ これまでに士業を通じて当社に持込まれた案件を見ると、「健全な民事信託」とはかけ離
れたスキームも多数（口座開設をお断りしたケースも相応にあり）。

✓

□ 三井住友信託銀行は、他の大手金融機関に先駆けて全国で信託口口座の提供を開始。
定期預金・金銭信託、投資信託・投資一任、アパートローン、不動産等にも対応。
また、2019年8月からは、新たなサービスとして、民事信託専用クレジットカード・民事信
託専用証券総合口座（金融商品仲介）の取り扱いを開始。

✓

□ 三井住友信託銀行では、民事信託の組成コンサルティングは士業が担い、当社は金融機関と
しての立場で民事信託受託者に対する適切な金融サービス等を提供することにより、「民事
信託の健全な発展」に貢献したいと考えている（士業・当社との役割分担・連携で対応）。

✓

22
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参考資料１. 取引開始にあたってご了解いただきたい事項

受託者名義での取引 ●当社は、民事信託受託者名義での取引を行うもの（受託者の信託事務を引き受けるものではない）

●当社との取引は、「委託者名 信託受託者 受託者名」（例：甲野一郎 信託受託者 甲野太郎）で氏名
登録される（通帳、郵便物の宛名も同様）

取引金額基準 ●原則として3,000万円以上の受信取引が見込まれること（下回る場合は個別に相談可）

当社による事前確認 ●取引開始にあたっては当社で事務上の対応が可能であるかを事前に確認（審査）

・信託契約書ドラフト、相続人関係図、スキーム図、委託者の資産額が分かる資料

・事前確認結果回答後、公正証書作成の過程で文案が変更となる場合は改めて事前確認

●当社あての事前確認の依頼は、原則、士業の皆さまからのみ受付

●事前確認の依頼先は、当社各営業店の「財務コンサルタント」に限定

信託契約書 ●信託契約書は「公正証書」に限定（宣誓認証なども不可）

信託関係人 ●信託関係人は国内居住者に限定

●受益者（第二順位以降の受益者も含む）は個人のみ（受託者が法人は可）

商品・サービスの制
限等

●民事信託受託者と取引できる商品・サービスには一部制限が発生する場合がある（インターネットバンキ
ングの利用不可。利用者は解約を検討）

●投資信託・投資一任取引を行う可能性がある場合は、委託者と面談を行い、委託者及び受託者の投資目的
が両者の投資意向と一致していることを確認させていただく

届出義務 ●取引開始時には、別途、民事信託受託者による取引に関する届出書の提出が必要

●当社に対する届出内容に変更が生じた場合など、当社所定の事由が生じた場合にはこれを当社に届け出る
とともに所定の手続きをとることが必要（当社免責規定あり）

24

参考資料２.民事信託案件にかかる当社への相談フロー

25

民事信託をご検討中の

お客さま・士業の先生

・信託契約書（公正証書）の写し又はそのドラフト
・スキーム図、相続人関係図等
・ご希望のお取引の内容

①事前相談・事前確認依頼

三井住友信託銀行

内容確認依頼

全国本支店

取引可否回答

本部

・信託契約書（公正証書）の写し
・受託者による取引に関する届出書（表明・確約）
・本人確認書類（受託者）
・印鑑届
・その他口座開設等必要書類

③信託口口座開設の申出

④口座開設・通帳等

委託者 受託者

士業の先生

コンサル ティング
②取引可否回答

財務コンサルタント

公正証書による
信託契約書

①事前のご相談（士業経由）

●全国の本支店で信託口口座開設等サポートサービスのご相談を受付中。
●取引開始にあたっては、当社として金融等サービスの提供において、事務対応が可能か等を判断させていただく

ため、信託契約書（案文）を事前に確認させていただきます（リーガルチェックを行うものではありません）。
●案件のご相談は、士業の皆さまに限定（お客さまから、直接相談は不可）。
●全国本支店の「財務コンサルタント」あてにお願いします。

（士業） （財務コンサルタント）

（財務コンサルタント）（士業）

（財務コンサルタント）

（財務コンサルタント）

（受託者）

（受託者）

参考資料３.信託口口座

26

１「民事信託の受託者名義」による普通預金口座の開設
●「委託者名信託受託者受託者名」の名義による口座開設で、分別管理が可能。

※ 円貨普通預金に限定（外貨普通預金は不可）。

※ ペイオフを気にされる方には、無利息型の普通預金もあり。

※ 通帳は普通預金通帳のみ（総合口座通帳は不可）。

信託口
口座名義

の例

委託者名 信託受託者 受託者名
（例：甲野花子 信託受託者 甲野太郎）

全国の本支店で受付（但し、財務コンサルタントに限定。予約制）２

キャッシュカードの発行で入出金が便利３

●全国のゆうちょ銀行やコンビニのＡＴＭが利用できる。

→三井住友信託銀行の店舗がお近くにない受託者の方や、お勤めで平日忙しい受託者にも便利。

※ 代理人カードは不可。

※ テレフォンバンキング／インターネットバンキングは利用不可。

三井住友

信託銀行
ATM

三井住友信託銀行本支店

民事信託

受託者
提携ATM

ゆうちょ銀行、セブン銀行、
E-net（イーネット） 、きらぼし銀行、

MICS提携金融機関ATM

民事信託受託者名義の
キャッシュカード

全店取り扱い

受託者：個人・法人 参考資料４.定期預金

27

定期預金として確実にためる１

● 普段使わないご資金やまとまったご資金を、定期預金として確実に
運用することが可能。

※ 民事信託受託者が個人の場合のみ受付が可能（法人は不可）。

取扱商品
大口定期預金・スーパー定期・

グッドセレクト（変動型・固定型）

プラチナステージ 3,000万円以上

ゴールドステージ 1,000万円以上3,000万円未満

シルバーステージ
300万円以上1,000万円未満

ステージ区分 お客さまのお取引残高

残高に応じた優遇サービス２

● 取引残高に応じて、預金金利の上乗せや各種手数料の割引などが適用となる「トラストプレミアムサービス」の利用可。申
込は不要（一部のサービスは事前にお申し込みが必要）。

●信託受託者名義での取引残高に応じて３つのステージを用意。毎年３月末・9月末のお取引残高によってステージを決定。

●受託者と受託者のご家族の残高をおまとめすることも可能。

※トラストプレミアムサービスについて、詳しくは窓口までお問い合わせください。

トラストプレミアムサービス（優遇サービス）の一例

※不動産仲介手数料割引は事前に申込が必要。

定期預金金利上乗せ ●

トラストプレミアム普通預金 ●

ATM

プラチナ

●

●

ゴールド

―

●

シルバー

時間外出金手数料無料

他金融機関等ATM出金手数料無料

●●

―

― ●●

不動産仲介手数料割引※ ●●―

遺言
信託

（執行コース）基本手数料割引

（執行コース）遺言書保管料無料

●

― ●―

――

トラストプレミアムサービス（優遇サービス）のステージ区分

全店取り扱い

受託者：個人のみ

参考資料５.金銭信託

28

金銭信託として確実に保全する（金銭信託には元本補てん契約あり）１

●オーダーメード型の「合同運用指定金銭信託（一般口）」の利用可。

定時定額払サービスで受託者の送金事務負担を省力化２

●特約を付けることにより、定期的に一定額を信託金から払い出し、ご指定の口座にお振り込みするサービス。

●遠くに住む親（受益者）への生活資金の交付や、月々の老人ホーム利用料の支払などに利用可。

※ 解約手数料は不徴求。別途、振込手数料を申し受けます。

金銭信託
（定時定額払特約付）

老人ホーム

民事信託

受益者

定時定額払

（振込）

生活資金

月額利用料

民事信託

委託者
民事信託

受託者

民事信託

お申し込み

委託者兼受益者 受託者

甲野 一郎 信託受託者 甲野 太郎 三井住友信託銀行

委託者 受益者 受託者 名義

A甲野 一郎 A甲野 一郎 B甲野 太郎 甲野 一郎 信託受託者 甲野 太郎

民事信託の関係人の例 金銭信託の契約形態（名義）

全店取り扱い

受託者：個人のみ 参考資料６.投資信託・投資一任運用商品

29

投資信託で運用を行う（民事信託受託者が個別に投資判断）１

●民事信託受託者が個別に投資判断を行い、信託財産を投資信託で運用することが可能。

●特定口座およびＮＩＳＡ制度（少額投資非課税制度）等の利用は不可。

投資一任運用商品で運用を行う（プロに投資判断を任せる）２

●資金の運用はしたいが投資判断はプロに任せたい。そ

のようなお客さまには、有価証券の投資判断の全部を

三井住友信託銀行一任し、この投資判断にもとづいて

お客さまに代わって投資。

●お客さまにふさわしい運用プランをご提案し、投資一

任契約を結ぶことで、運用にかかる投資判断や売買、

管理などを、三井住友信託銀行がお客さまに代わって

一括して実施。

三井住友信託ファンドラップ

お客さまのリスク許容度に
あわせた5つの運用コースから

ご提案
500万円以上のご投資から承ってお
ります

三井住友信託ＳＭＡ

完全オーダーメイドの
ポートフォリオをご提案

5,000万円以上のご投資から承って
おります

■投資信託・投資一任運用商品（以下、投資信託等）の利用には事前審査あり（引受できないケースもあり）。
■民事信託契約書において、投資信託・投資一任運用商品の取引に関し支障となる契約条項が規定されていないことが必要。
■投資信託口座の開設時に、当社は委託者と面談し、以下の点について確認。また、その際、委託者の投資目的・リスク許容度につい
てもヒアリングしご利用可否を判断。
①委託者の意思能力に懸念がないこと
②信託財産を投資信託で運用すること、及び運用を受託者に任せることを意図して信託契約を締結した認識があること
③信託財産に占める投資信託での運用割合に関する意向があれば、その内容

全店取り扱い

受託者：個人のみ
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認知症等によるアパート経営にかかる判断能力低下への備えとして、また、認知症等発症後においても相続対策を
実行できるよう、あらかじめ不動産を信託財産とする民事信託のニーズが拡大。

三井住友信託銀行は、民事信託における賃貸用アパート・マンションの建設、購入、増改築、借換資金などのお借
り入れニーズに対してもご相談に応じます（個別対応）。

お借入れ
（民事信託受託者への貸出）

民事信託

委託者
（兼当初受益者）

民事信託

受託者

民事信託

土地、金銭の信託

アパート

（借入人）

アパート建築

■お申し込みに際しましては、当社所定の審査があります。審査の結果によっては、ご希望に添いかねる場合もございますので、あらかじめご了
承ください。

（貸出人）

ご返済

民事信託契約（公正証書）

信託配当

全店取り扱い

受託者：個人・法人

投資信託に関してご注意いただきたい事項
■投資信託におけるリスクについて
投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値
動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお
客さまに帰属します。
■投資信託にかかる費用について
投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。
1.ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用
・申込手数料：申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.24%（税込）の率を乗じて得た額
・信託財産留保額：ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額、ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額
・解約手数料：かかりません
2.保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用
・信託報酬：純資産総額に対して最大年2.16%（税込）の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
・その他の費用：証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に投資対象とす
る資産の価格に反映される費用(各々必要な場合は消費税等を含みます)など（運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません。投資対象とするファンドにおいて負担する場合
を含みます）。
これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締
結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）等でご確認ください。
■その他重要なお知らせ
投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があ
ります。取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面（目論見書・目論見書補完書面）を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。当社は投資
信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。

投資一任運用商品に関してご注意いただきたい事項
■投資一任運用商品（ファンドラップ・SMA）におけるリスクについて
三井住友信託ファンドラップおよび三井住友信託ＳＭＡは、国内投資信託および外国投資信託（*1）を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むこ
とがあります。これらの運用による損益は全てお客さまに帰属します。
投資対象とする投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）、コモディティ（商品先物取引等）、および株式・債券・金利等の金融先物等派生商品を実質的な投資対象とすること
から、これらの値動きに応じて基準価額は変動し、損失が生じるおそれがあります。また、外貨建の投資信託に関しては、各国通貨の為替相場の変動による為替リスクが存在します。
（*1）三井住友信託ＳＭＡのみ外国投資信託を投資対象としています。
■お客さまにご負担いただく費用について （以下、料率については税込みにて表示しています。）
お客さまにご負担いただく費用には、直接ご負担いただく費用（三井住友信託ファンドラップおよび三井住友信託ＳＭＡの投資顧問報酬）と、間接的にご負担いただく費用（投資対象に係る信託報酬
等）があります。費用等の合計はこれらを足し合わせた金額となります。
（１）直接ご負担いただく費用
投資顧問報酬には、固定報酬型と成功報酬併用型があります。お客さまの運用資産の時価評価額（時価残高）に対して、固定報酬型は上限 年率1.728％を乗じた額、成功報酬併用型は上限 年率1.188％
の固定報酬に、運用成果の額の16.2％の成功報酬を加算した額をお支払いいただきます。ファンドラップの固定報酬については、新規契約時の運用開始日の2年後および5年後応当日が属する四半期の翌
四半期以降、それぞれ当初の70%および50%の料率を適用します。SMAの固定報酬については、新規契約時の運用開始日の2年後および5年後応当日が属する月以降、それぞれ当初の70%および50%の
料率を適用します。
（２）間接的にご負担いただく費用
投資対象となる国内投資信託については、信託報酬（信託財産に対し最大年率1.35％、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。）をご負担いただきます。
外国投資信託については、運用報酬（固定報酬：時価総額に対し最大年率3.0％、なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬がかかる場合があります。）や資産保管会社の報酬が運用資
産より差し引かれます。また、売買等の取引費用や監査費用等のその他費用が運用資産より差し引かれます。
これらの費用の合計額および上限額については、資産配分比率、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。
■その他重要なお知らせ
三井住友信託ファンドラップおよび三井住友信託ＳＭＡは預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ご契約の際は、最新の契約締結前交付書面を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
三井住友信託ファンドラップおよび三井住友信託ＳＭＡにはクーリング・オフ制度は適用されません。
ご契約のお申し込みの有無により、当社との他のお取引に影響が及ぶことは一切ありません。

本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
商号等 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会
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本資料は、当社内の所定の広告審査を経たものです。
・本資料に基づく当社からの提案につきましては、貴社（あるいはお客さま）自らその採否をご判断ください。
・本資料における当社からの提案を貴社（あるいはお客さま）が採用されない場合であっても、当社との他のお取引について貴社（あるいはお客さま）が不利益な取扱いを受けることはありません。

また当社は本資料における提案を貴社（あるいはお客さま）が採用されることを貴社（あるいはお客さま）との他のお取引の条件とすることはありません。
・本資料は作成日現在の法律・税制等に基づくものです。
・本資料に含まれる提案を実行する場合、一定のリスク・手数料・諸費用等が発生する場合がありますのであらかじめご了承ください。
・本資料にシミュレーションが含まれる場合、前提として記載している想定条件に基づくシミュレーションであり、実際の状況とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
・本資料はコンサルティング業務の一環として提供するものであり、その確実性・完全性に関して保証するものではありません。実際の個別具体的な税務相談、税務申告の代理、申告書作成等税務書類の

作成に当たっては、貴社（あるいはお客さま）の弁護士、会計士、税理士、または格付機関等と、事前に十分にご相談頂くようお願い申し上げます。
・本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社もしくは執筆者の判断であり、今後、予告なしに変更されることがあります。当社は本書のアップデートを行うことをお約束いたしません。
・本資料に記載された商品・サービス等については、その実行・提供をお約束するものではありません。
・本資料に記載された情報は機密事項であり、その権利は当社に帰属します。かかる情報は貴社（あるいはお客さま）や貴社（あるいはお客さま）の弁護士、会計士、または税理士等の専門家への相談のみ

に作成されており、貴社（あるいはお客さま）は当社の同意 なく複製や第三者への開示を行うことは禁止されています。
・本資料は当社の財産であり、要求があったときは当社に返還され、貴社（あるいはお客さま）が作成した写しは破棄されるものとします。貴社（あるいはお客さま）及び当社のいずれも上記に反する表明

や誓約に依拠することはできません。

本資料作成日2019年8月1日
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金融商品仲介における留意点
○金融商品仲介でお取引いただく商品は、預金保険の対象ではありません。
○預金と異なり、金融商品仲介でお取引いただく商品はすべて元本が保証されるものではありません。
○金融商品仲介でお取引いただいた商品について発生する利益および損失はすべてお客さまに帰属します。
○金融商品仲介において当社は媒介行為を行うものであり、委託金融商品取引業者の代理行為を行うものではありません。
○当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客さまから金銭および有価証券のお預かりを行いません。
○このたびのお客さまとのお取引の相手方となるのはSBI証券です。
○金融商品仲介によりお取引いただいた有価証券は委託金融商品取引業者が保護預りし、分別保管されますので、委託金融商品取引業者が破たんした際にも、委託金融商品取引業者の整理・処分等に流
用されることはありません。 万一、委託金融商品取引業者の破綻時に何らかの事由によりお客さまの資産が棄損した場合には、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円までが保護されます。
○当社の委託金融商品取引業者（民事信託専用証券総合口座を取扱う金融商品取引業者に限る）が２社以上ある場合においては、お客さまが行おうとするお取引につき、お客さまが支払う金額または手
数料等が委託金融商品取引業者により異なる場合は、その旨ご説明申し上げます。
○商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。各商品は価格変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品の「契約締結
前交付書面」や目論見書またはお客さま向け資料等を必ずご確認ください。
○民事信託専用証券総合口座おける保護預り管理料、および外国証券取引口座における口座管理料は無料ですが、経済情勢その他事情により、保護預り約款または外国証券取引口座約款の規定に基づき
管理料を頂戴させていただく場合があります。
○当社とSBI証券は金融商品仲介を通じて知り得たお客さまの情報については、お客さまの承諾がない限り、金融商品仲介業務およびその関連業務の遂行の目的以外には使用しません。
○SBI証券との契約等の成否が三井住友信託銀行との今後の取引に影響を与えることはありません。

金融商品仲介を行う登録金融機関
商号 :三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 :関東財務局長（登金）第649号
加入協会 :日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人金融先物取引業協会

委託金融商品取引業者
商号 ：株式会社SBI証券
登録番号 ：関東財務局長（金商）第44号
加入協会 ：日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

参考資料 10―１ 当社の民事信託の利用状況と受託者支援の新たな取組（八谷委員）    

141



2019 10 16

1

2

2019

65

1 12,617 3,588 28.4% 

3

4 5

462  
525  

631  
730  

830  
953  

1,016  
1,154  

15.0% 16.0% 18.0% 20.6% 23.2% 25.4% 27.8% 
34.3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

2012 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060

参考資料 10－２ 高齢期の認知機能の低下に関連した金融サービス（八谷委員）    

142



6

8.67

9.02

12.28

12.40

7

•

•

•

•

•

•

8 9

•

•

10

•

•

•

•

•

•

11

参考資料 10－２ 高齢期の認知機能の低下に関連した金融サービス（八谷委員）    

143



12 13

•

•

•

•

•

14 15

16 17

•

•

•

•

•

参考資料 10－２ 高齢期の認知機能の低下に関連した金融サービス（八谷委員）    

144



18

•

•

•

•

19

•

•

•

•

•

•

•

20 21

22 23

参考資料 10－２ 高齢期の認知機能の低下に関連した金融サービス（八谷委員）    

145



24 25

2

26

3

27

1.3 3.1 0.9 5.6 1.1 0.9 0.5 

32.1 
45 44 

51.1 

28.6 25.1 
13.9 

33.4 

48.1 44.9 

56.7 

29.7 26.0  

14.4  

0 

20 

40 

60 

80 

2011  2012  2013  2014  2015 2016  2017

/

174  1,048  

5,188  

12,918  

18,528  
20,927 

2013 3 2015 3 2017 3

28

5

29

100 <100 >

参考資料 10－２ 高齢期の認知機能の低下に関連した金融サービス（八谷委員）    

146



30 31

参考資料 10－２ 高齢期の認知機能の低下に関連した金融サービス（八谷委員）    

147



福祉サービス提供組織における寄附に関する倫理規程モデル 

【前⽂の例】 
本規程は、〇〇法⼈〇〇会（以下「本法⼈」という。）は、本法⼈の提供する福祉サービス
の現在及び将来の利⽤者、成年後⾒制度等の⽀援を受けている受益者及びこれらの近親者
（以下「利⽤者等」という。）から寄附を受けるにあたり、本法⼈の役職員が遵守するべき
倫理的事項を定め、もって利⽤者等の権利の擁護と福祉サービスの適切な提供を図ること
を⽬的とする。 

1. 寄附者の⾃⼰決定権を尊重し、寄附に際して、寄附者の意思決定に不当な影響を及ぼす
⾔動を⾏わない。
＜福祉サービス提供組織における例＞ 
① 利⽤者等から⽣前の寄附や遺贈（以下「寄附等」という。）の申し出があった場合、

寄附等をすることにより利⽤者等が他者よりも優遇され、または寄附等をしないこ
とにより不利益を受けるかのように誤信させないように最⼤限配慮し、寄附の有無
や寄附⾦の多寡等によって不合理な差異を設けることを厳に慎む。

② 利⽤者等から寄附等の相談があった場合、寄附の相⼿⽅を複数団体の中から⾃⾝の
意思で選ぶことができるように、⾃⼰決定権に配慮した正確な情報提供または意思
決定⽀援を⾏うように努める。

③ 利⽤者等から寄附等の勧誘を希望しないとの意思表明があったときは、本⼈の意思
に反しないように留意する。なお、この場合においても、利⽤者等に配布する広報
物等に寄附等についての⼀般的な記載がなされていることは差し⽀えないものと
する。

④ 認知症、知的障害、精神障害等により判断能⼒が制限されているおそれのある利⽤
者等から寄附等の申し出を受けたときは、利害関係者や専⾨家である第三者の⾒解
を聞くなどして、寄附等を受けることの是⾮について、組織として適切に判断する。 
なお、当該利⽤者等が、判断能⼒が低下する以前から寄附等を希望していたことが、
本⼈の作成した書⾯や発⾔の記録などから明らかであるときは、かかる事情も踏ま
えて、寄附等の受領の是⾮を慎重に判断する。

⑤ 近親者その他寄附者以外の者の寄附等に対する賛否の意⾒は慎重に取り扱い、寄附
者の⾃⼰決定権に対する不当な影響を及ぼすことがないよう留意すると同時に、寄
附者の社会資源確保の観点から、寄附等が寄附者と当該近親者との間で⽣じさせる
軋轢その他⼈間関係に与える影響についても考慮する。

2. 寄附者が寄附⾦や寄附物品（以下「寄附⾦等」という。）の使途⽬的をあらかじめ知る
ことができるよう、事前に情報提供を⾏う。 
＜福祉サービス提供組織における例＞ 
① 寄附⾦等の管理⽅法及び使途⽬的について、法⼈（団体）としての基本⽅針を定め、

役職員に周知するとともに、組織外部に対しても公表する。
② 利⽤者等に対して、寄附⾦等の使途⽬的を、可能な限り書⾯またはインターネット

を⽤いて、事前に正しく説明する。
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③ 寄附⾦等の使途⽬的や過去の実績について、事実と異なる説明や誇張された説明を
しない。

④ 寄附申込書や遺⾔書に記載された寄附⾦等の使途⽬的が、法⼈（団体）の設⽴趣旨
や活動を逸脱する場合には、寄附⾦等の受け取りを辞退する。

⑤ 寄附予定者が寄附⾦等の使途⽬的として希望している事業に関して、継続性等の⼤
きな変化が出ることが判明した場合には、寄附予定者にすみやかに情報提供する。 

3. 寄附者に対して、法⼈（団体）の組織、事業内容及び財務情報について、適時に適切な
情報を提供する。 
＜福祉サービス提供組織における例＞ 
① 寄附者に対して、事業及び決算報告を適時に⾏う。なお、報告の内容、⼿段及び報
告期間等については、寄附等の内容、寄附者の希望、法⼈（団体）の実情等を考慮
して、法⼈（団体）が⾃らの責任において適宜に判断する。

② 組織内において、寄附の判断に影響を与え得る重⼤な不正⾏為等の不祥事があった
場合、寄附者や遺贈の希望者等に対して、事態をすみやかに報告する。

4. 寄附者に対して、寄附⾦等が実際にどのように活⽤されたかを適時報告する。
＜福祉サービス提供組織における例＞ 
① 寄附者に対して、寄附を受けた事業や分野に関する活動報告を適時に正しく⾏う。 
② 事業の成果が想定していたほどではなかった場合においても、正直に伝える。

5. 寄附者の個⼈情報を適切に取り扱う。
＜福祉サービス提供組織における例＞ 
① 寄附者本⼈や近親者の個⼈情報の漏えいがないよう適切に管理し、組織として可能

な限りの適切な対策を⾏う。
② 寄附者本⼈や近親者の個⼈情報の⽬的外使⽤をしない。
③ 寄附者が希望しないときは、近親者に対しても寄附の事実を伝えてはならない。
④ 退職者による個⼈情報の不正使⽤を防⽌するための適切な取り組みを⾏う。
⑤ 個⼈情報の流出・不正使⽤等の事実が発覚したときは、すみやかに本⼈に報告する。 
⑥ 広報物や活動報告書、ホームページなどに寄附者の名前を掲載する際は、事前に本

⼈の同意を得る。遺贈の場合は、事前確認ができる場合は本⼈、できない場合はご
遺族等に確認を取る。

6. 福祉サービスの提供者としての倫理を遵守するマネジメントを⾏う。
＜福祉サービス提供組織における例＞ 
① 職員個⼈やその関係者が寄附や遺贈を受けることを⽬的として、利⽤者等に勧誘そ

の他の不当な働きかけをしてはならない。
② 組織への寄附や遺贈を予定している⼈と、福祉サービスの契約等を交わし、⾦銭管

理を⾏うことになった場合、組織内の倫理委員会または外部の専⾨家のチェックを
受けるなど、不正防⽌のための体制を整備し、適正な⾦銭管理や⽀出を⾏う。

③ 組織への寄附や遺贈を予定している⼈の後⾒業務を受任し、⾦銭管理を⾏うことに
なった場合、後⾒監督またはこれに代わる外部の専⾨家のチェックを受けるなど、
不正防⽌のための体制を整備し、適正な⾦銭管理や⽀出を⾏う。
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④ 寄附や遺贈の担当者と福祉サービスや成年後⾒制度の担当者は、原則として、部署
を分けることとする。どうしても兼任せざるを得ない場合は、他部署の職員も決済
に関わり、ダブルチェックを⾏う。

⑤ 組織の提供する福祉サービスや成年後⾒制度等の⽀援を受けている本⼈、あるいは
⽀援を受ける予定の⼈から遺贈の申し出があったケースで、さらに遺⾔執⾏者とな
る依頼があった場合は、外部の専⾨家の助⼒を得るなど、不正防⽌のための体制を
整備し、遺⾔執⾏業務の適正を図る。

⑥ 寄附や遺贈の募集は社会に広く呼びかけ、組織の提供する福祉サービスや成年後⾒
制度等の⽀援を受けている本⼈や家族、⽀援を受ける予定の⼈だけに偏らないよう
にする。

＜作成＞ 
⽇本ファンドレイジング協会全国福祉チャプター 
福祉サービス提供組織における寄附に関する倫理規定モデル作成委員会 
久津摩和弘 ⼀般社団法⼈⽇本地域福祉ファンドレイジングネットワークCOMMNET 理事⻑ ：座⻑ 
樽 本  哲 樽本法律事務所 代表弁護⼠：副座⻑ 
栗⽥ 将⾏ 社会福祉法⼈福岡市社会福祉協議会 地域福祉部 地域福祉課 事業開発係 係⻑ 
⽥ 邊  寿 社会福祉法⼈伊賀市社会福祉協議会 地域福祉部⻑ 
吉武ゆかり ⼀般社団法⼈ゆずりは 理事 
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参考資料 12 
「意思決定支援を踏まえた後見事務に関する調査」 
調査票 



高齢者

障害者

高齢者

厚生労働省　令和元年度社会福祉推進事業

意思決定支援を踏まえた後見事務に関する調査

問２　保有されている主たる資格についてお伺いします。

保有資格（○は１つ）

本調査における「意思決定支援」の定義
自ら意思決定をすることに困難を抱える方（障害者、認知症高齢者）が、日常生活や社会生活に関して、可能な限り本人が生活に関して自らの意思が反映さ
れた生活を送ることができるように、本人の意思形成支援や、意思表明支援を行うこと。

Ⅰ．基本項目

Ⅱ．意思決定支援に関するガイドラインの認知状況について

問４．「認知症の人の日常生活・社会における意思決定支援ガイドライン」について、
あてはまるものを１つお選びください。

人

人

人

人

１．弁護士
２．司法書士
３．社会福祉士
４．法人後見実施団体
５．その他

問３　受任件数についてお伺いします。

問６．「意思決定支援を踏まえた成年後見人の事務のガイドライン」
（大阪意思決定支援研究会）について、あてはまるものを１つお選びください。

１．ガイドラインに基づいて意思決定支援を実践している
２．ガイドラインの研修に参加したことがある
３．ガイドラインを読んだことがある
４．ガイドラインの存在は知っている（名前を聞いたことがある）が、読んだことはない
５．ガイドラインの存在を知らない（名前を聞いたことがない）

１．ガイドラインに基づいて意思決定支援を実践している
２．ガイドラインの研修に参加したことがある
３．ガイドラインを読んだことがある
４．ガイドラインの存在は知っている（名前を聞いたことがある）が、読んだことはない
５．ガイドラインの存在を知らない（名前を聞いたことがない）

人

問５．「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」について、
あてはまるものを１つお選びください。

②これまでの受任件数
（5人未満、5～10人、11～50人、

51人～100人、101人以上）
人

人

①現在の受任件数
※2019年8月時点

後見類型

保佐類型

補助類型

障害者

高齢者

障害者

問１　　主に活動されている地域についてお伺します。

活動地域（○は１つ。都道府県よりお選びください。）

Ⅲ．意思決定支援を踏まえた後見事務の実施状況

問７．意思決定支援を踏まえた後見事務の実施状況について、あてはまるものを１つお選びください。

１．意思決定支援の考え方を意識し、さまざまな機会にて、実践している
２．意思決定支援の考え方を意識しているが、実践はあまりできていないと感じる
３．実践では、意思決定支援の考え方を意識することが少ない
４．その他

１．ガイドラインに基づいて意思決定支援を実践している
２．ガイドラインの研修に参加したことがある
３．ガイドラインを読んだことがある
４．ガイドラインの存在は知っている（名前を聞いたことがある）が、読んだことはない
５．ガイドラインの存在を知らない（名前を聞いたことがない）

「障害者」

65歳未満の方で何らかの障害等の理由

により成年後見制度を利用している方

「高齢者」

65歳以上の方で、障害や認知症などの

理由により成年後見制度を利用してい

る方

としてお答えください。
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Ⅳ．意思決定支援を踏まえた後見事務に関する研修について

問11．意思決定支援を重視した後見事務に関する研修で聞いてみたい内容があれば御記入ください。

Ⅴ．その他

①開催時の参加者

問12．今後、意思決定支援を重視した後見事務がよりよく理解され、実施されるためには何が必要であるか、御意見があれば御記入ください。

上記で「１．ある」と回答した方に伺います。

８．特に課題を感じる点はない

上記で「５，６，７」に○をつけた場合は、その具体的な内容について御記入ください。

５．意思決定支援において、他の支援者との連携を図ることが難しい

６．チーム会議にて意思決定支援の会議を運営することが難しい

７．その他

問10．意思決定支援に関して課題を感じる点について、あてはまるものすべてに○をつけてください。

１．本人意思の確認や本人意思を類推することが難しい

２．本人意思と現実的な解決策との乖離が大きい場合の判断が難しい

１．本人の日常的な金銭管理におけるお金の使い方

２．本人が希望しているが、日常生活上必ずしも必須ではない多額の物品やサービスの購入

３．本人が希望している冠婚葬祭費、親族・第三者に対する謝礼の支出や贈与への対応

②開催時のテーマ

３．本人の意思を十分に確認するための労力・時間を確保することが難しい

９．本人希望と親族・支援者の意向との対立・緊張関係が生じた場合への対応

11．特に悩んだことはない

４．本人の意思確認のための環境整備を行うことが難しい

７．医療に係る本人の意思決定が困難な場合の対応

８．重要な財産の処分（自宅の処分、株の売却）

10．その他

上記で「10．その他」に○をつけた場合は、その具体的な内容について御記入ください。

４．本人が希望している金銭の借入（知人からの借入も含む）への対応

５．福祉サービスの選択と契約の締結

６．居所の決定

③開催によって得られた効果

問９．意思決定支援にあたり、悩んだり、自らの判断のみでなくチームによる支援の必要性を強く感じる項目について、あてはまるものすべてに○をつけて
ください。

１．ある
２．ない

問８．（現在受任している案件の中で）意思決定支援のためのチーム会議（ケア会議等を含む）を行った案件はありますか。

問８－１．当該案件における、チーム会議の実施状況について、御回答ください。
（複数の案件で実施している場合、チーム会議の開催によって得られた効果が最も大きかったと感じる案件について御回答ください。）
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厚生労働省 令和元年度社会福祉推進事業 

被後見人等が本人らしい生活を送れるよう、チームにおける意思決定支援の下での 

本人のための財産管理・身上保護の取組を全国的に進めるための研修の在り方等を検討する事業 
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